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所要経費の積算に関する調書
	
	事業名
	令和８年度指定管理鳥獣捕獲等事業捕獲業務委託（イノシシ）

	
	区分
	細目
	積算額
	備考

	単価
	一式
（捕獲個体の処理に係る経費）
	
	（1頭あたりの平均単価）

	上限は
15,000円とする。

	
	小計
	
	
	目標頭数430頭分

	定額
	人件費
（捕獲個体の処理に係る経費を除く）

	
	
	

	
	小計
	
	
	

	
	物件費
（捕獲個体の処理に係る経費を除く）

	○○費

○○費

	
	

	
	小計
	
	
	

	消費税及び地方消費税（税率１０％）
	
	


	合計
	
	


※本事業の受託に係る支出を記入すること。
※本事業において比較的長く使用し、かつ保存できるもので単価２万円以上の物品を使用する場合は､借料もしくは損料として計上すること。
※捕獲目標である４３０頭を捕獲することを想定して所要経費を積算すること。
※捕獲個体の処理とは、捕獲したイノシシの止めさしから、捕獲個体の計測・記録・証拠写真撮影、焼却や埋設等によって個体を処分するまでの一連の作業のことを指す。
※捕獲個体の処理に係る経費の1頭当たりの平均単価の上限は15,000円とする。
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